
和歌山工業高等専門学校図書館文献複写規則 

 

制  定 昭和４９年１０月１日 

                         最近改正 令和 ７年 ４月１日 

 

 （趣旨） 

第１条 和歌山工業高等専門学校図書館が受託する文献複写は、校内の学科等の依頼でその経費を移

算するものを除き、この規則の定めるところによる。 

 （受託の用件） 

第２条 前条の文献複写は、教育又は研究の用に供することを目的とする場合に限って、受託するこ

とができる。 

 （申込手続） 

第３条 文献複写を依頼しようとする者は、あらかじめ別記様式による申込書を図書館長に提出し、

その承認を得なければならない。 

 （複写料金の納入） 

第４条 前条の承認を得た者は、別に定める場合を除き、文献複写料金を前納しなければならない。 

２ 一旦納付した料金は、いかなる理由があっても還付しない。 

 （複写料金） 

第５条 文献複写料金は、別表のとおりとする。 

   附 則 

 この規則は、昭和４９年１０月１日から施行する。 

   附 則 

 この規則は、昭和５１年４月１５日から施行する。 

   附 則 

 この規則は、平成元年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規則は、平成２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規則は、平成５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規則は、平成１１年９月２２日から施行し、平成１１年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この規則は、平成１８年２月２１日から施行し、平成１６年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 



別表（第５条関係） 

文  献  複  写  料  金  表 

種  別 規  格 単  位 
料   金 

備   考 
校 内 者 校 外 者 

電子式複写方式 A３判以下 １枚につき ２０円 ３５円 
 

 

備考 

 １．「校内者」とは、校内の教職員及び学生からの私費支弁による文献複写の申し込みを受託する

場合をいう。 

２．「校外者」とは、校内者以外の者からの文献複写の申し込みを受託する場合をいう。 

３．「電子式複写方式」とは、ゼロックス方式等の電子科学応用の複写機による文献複写方式をい

う。 

４．文献複写料金のほか、送料は実費を徴収するものとする。



別記様式（第３条関係） 

図書館長 学生課長 図書係長 図書係 

    

 

文 献 複 写 申 込 書 

和歌山工業高等専門学校図書館長殿 

下記のとおり申し込みます。             元号   年  月  日申込 

この申込書による著作権に関する一切の責任は申込者が負います。 

申
込
者 

氏 名  所属機関名 職名 

住 所 〒                     ℡ 

誌（書）名 

 

 

 

巻・号・頁・年 

 

 

 

著者 

 

 

 

論題 

 

 

 

複写の種別  ：  電子式複写方式 

謝絶の理由 １．所蔵なし ２．参照不完（   ）３．その他（   ） 

受 
 

付 

受 付 番 号  No． 

処
理
月
日 

料 金 請 求 年 月 日 元号 年 月 日 

受 付 年 月 日  元号 年 月 日 料 金 領 収 年 月 日 元号 年 月 日 

校内・外区分  □校内 □校外 複写物引渡年月日 元号 年 月 日 

支 払 区 分  □私費 □公費  

複
写
料
金 

 数量 単価 金額 （備考） 

複写料金     

送料     

合計     

※文献複写申込者は、太枠内の事項を正確に記入すること。 


